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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の被検者の識別子を撮影予定者リストに登録する登録手段と、
　前記撮影予定者リストに含まれる識別子の被検者の被検眼に関する複数の箇所をそれぞ
れ撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段による撮影の終了に応じて、前記撮影手段により撮影された複数の箇所の
画像の識別子と前記登録手段によって登録された撮影予定者リストに含まれる識別子の被
検者の被検眼に関する複数の箇所の画像の識別子とを比較する比較手段と、
　を有することを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項２】
　前記比較手段の比較結果により撮影漏れの画像がある場合、該撮影漏れの画像に関する
警告表示を行う警告表示手段を有することを特徴とする請求項１に記載の眼科撮影装置。
【請求項３】
　前記比較手段の比較結果に基づいて撮影漏れの有無を判定する判定手段と、
　集団検診の終了を指示する指示手段と、を有し、
　前記指示手段からの信号に応じて、前記判定手段が前記撮影漏れの有無を判定すること
を特徴とする請求項１あるいは２に記載の眼科撮影装置。
【請求項４】
　ネットワークに接続されている複数の眼底カメラそれぞれの撮影の完了に応じて、該複
数の眼底カメラによる前記比較手段の比較結果と該複数の眼底カメラの識別子とを該ネッ
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トワークに送信する送信手段を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の眼科撮影装置。
【請求項５】
　前記複数の箇所は、左右眼であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記
載の眼科撮影装置。
【請求項６】
　前記複数の被検者の識別子を入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された識別子に基づいて前記登録手段が該識別子の被検者の
被検眼に関する複数の箇所の画像の識別子を前記撮影予定者リストに登録することを特徴
とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の眼科撮影装置。
【請求項７】
　集団検診の種類を選択する選択手段を有し、
　前記登録手段が、前記選択手段の選択に応じた登録方法で複数の被検者の識別子を前記
撮影予定者リストに登録することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の眼
科撮影装置。
【請求項８】
　撮影予定者データに含まれる識別子の被検者の被検眼に関する複数の箇所の画像をそれ
ぞれ取得する取得手段と、
　前記取得手段による取得の終了に応じて、前記取得手段により取得された複数の箇所の
画像の識別子と前記撮影予定者データに含まれる複数の箇所の画像の識別子とを比較する
比較手段と、
　を有することを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項９】
　前記比較手段の比較結果により取得漏れの画像がある場合、該取得漏れの画像に関する
警告表示を行う警告表示手段を有することを特徴とする請求項８に記載の眼科撮影装置。
【請求項１０】
　撮影予定者データに含まれる識別子の被検者の被検眼に関する複数の箇所の画像をそれ
ぞれ取得する取得手段と、
　前記取得手段による取得の終了に応じて、前記取得手段により取得された複数の箇所の
画像と前記撮影予定者データに含まれる複数の箇所の画像とに基づいて取得漏れの有無を
検知する検知手段と、
　を有することを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項１１】
　前記検知手段が取得漏れを検知した場合に、該取得漏れに関する警告表示を行う警告表
示手段を有することを特徴とする請求項１０に記載の眼科撮影装置。
【請求項１２】
　集団検診の種類を選択する選択手段と、
　前記選択手段の選択に応じた登録方法で複数の被検者の識別子を撮影予定者データに登
録する登録手段と、
　を有することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に記載の眼科撮影装置。
【請求項１３】
　集団検診の種類を選択する選択手段と、
　前記選択手段の選択に応じた登録方法で複数の被検者の識別子を撮影予定者データに登
録する登録手段と、
　を有することを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項１４】
　前記複数の被検者の身長、体重、血圧のうち少なくとも一つの検査結果に応じて、該複
数の被検者の眼底を検査する眼底検査の要否を判断する判断手段を有することを特徴とす
る請求項１２あるいは１３に記載の眼科撮影装置。
【請求項１５】
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　前記判断手段が前記眼底検査を必要と判断した被検者の識別子を前記撮影予定者リスト
に入力する入力手段を有することを特徴とする請求項１４に記載の眼科撮影装置。
【請求項１６】
　前記集団検診の種類が、住民検診、企業検診、人間ドック、のうち少なくとも１つを含
むことを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか１項に記載の眼科撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集団健診や眼科医院等で使用される眼底カメラ等の眼科撮影装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各地域で行われている住民健診や、企業単位で実施されている企業健診等の眼底
検査では、膨大な画像が撮影される。撮影された画像は全て眼科医等の読影医が所見の有
無を判定し、判定結果を被検者に知らせている。
【０００３】
　近年では、眼底撮影をデジタルデータとして記録する方法が一般的であり、撮影データ
は可搬型の記録媒体やＰＣ等に内蔵されたハードディスクドライブ等に記録される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　健診で撮影された画像は、全数に対し医師による読影が実施されるため、漏れなく読影
医に渡さなければならない。しかしながら集団健診においては、通常では被検者はランダ
ムに撮影が実施されるため、健診終了後に眼底撮影を行わなければならない受診者の撮影
が全て終了したかについては、撮影後に受診者リスト等と撮影画像データとの比較を行い
、漏れを１つ１つ確認しなければならない。
【０００５】
　この確認作業は多大な時間と手間を要するため、作業者の負担増ばかりでなく、作業者
の人件費増にも影響している。更に、確認作業の結果漏れが発見されるのは、健診終了か
らかなりの時間経過後であるため、漏れた被検者には再度撮影のために健診会場、又は健
診機関に来てもらう必要がある。
【０００６】
　本発明の目的は、上述の問題点を解消し、集団健診における眼底検査において、撮影漏
れを健診終了時に直ちに知ることができる眼科撮影装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る眼科撮影装置の技術的特徴は、被検者の識別子
を含む撮影予定者リストを登録する登録手段と、被検者の識別子を入力する入力手段と、
該入力手段によって入力された被検者の眼底を撮影する撮影手段と、該撮影手段により撮
影された被検眼の被検者の識別子を記憶する記憶手段と、前記撮影手段による撮影の終了
に応じて、前記記憶手段によって記録された被検者の識別子と前記登録手段によって登録
された撮影予定者リストに含まれる被検者の識別子とを比較する比較手段と、該比較手段
の結果により警告表示を行う警告表示手段とを有することにある。
　本発明に係る眼科撮影装置の警告方法の技術的特徴は、被検者の識別子を含む撮影予定
者リストを登録する登録ステップと、被検者の識別子を入力する入力ステップと、該入力
ステップにおいて入力された被検者の眼底を撮影する撮影ステップと、該撮影ステップに
おいて撮影された被検眼の被検者の識別子を記憶する記憶ステップと、該撮影ステップに
おける撮影の終了に応じて、前記記憶ステップにおいて記録された被検者の識別子と前記
登録ステップにおいて登録された撮影予定者リストに含まれる被検者の識別子とを比較す
る比較ステップと、該比較ステップの結果により警告表示を行う警告表示ステップとを有
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することにある。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る眼科撮影装置によれば、健診終了時に撮影漏れを検知し、警告を行うよう
に構成したので、集団健診等の多くの被検者に対し撮影を行わなければならない場合にお
いて、簡単にかつ正確に撮影漏れを防ぐことができるばかりでなく、読影医への画像整理
時間を大幅に短縮できる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は実施例１の装置構成図を示し、眼底カメラ１には被検眼眼底を撮像するＣＣＤカ
メラ２が付設され、ＣＣＤカメラ２の出力は撮像された眼底像をＡ／Ｄ変換した後に記憶
する画像記憶部３を介して画像を表示する撮影画像表示部４に接続されている。また、眼
底カメラ１には、眼底カメラ１で撮影された眼底画像リストを記憶する撮影済みリスト記
憶部６を介して被検者ＩＤ入力部５が接続されている。また、撮影済みリスト記憶部６に
は撮影漏れ警告判断部９が接続され、撮影漏れ警告判断部９には、撮影を予定している被
検者ＩＤに基づいた撮影リストを入力する撮影リスト入力部７、健診の終了を指示する健
診終了指示部８、警告を行う警告表示部１０が接続されている。
【００１１】
　図２は実施手順のフローチャート図を示し、先ず撮影予定者リストを登録する（ステッ
プＳ１）。この撮影予定者リストの登録方法は、健診の種類により異なるので、次の場合
に分けて述べる。
【００１２】
［出張形態の住民健診の場合］
　地域の公民館や小学校等を会場として行われる健診では、被検者は事前に市民公報や回
覧板等の媒体で健診の実施を知り、各自の判断で必要に応じて受診する。従って、健診を
運営する健診団体等の主催者側は概略の人数は分かるものの、実際の被検者数は終わって
みなければ把握できない。
【００１３】
　被検者は健診で受付を済ませた後に、身長、体重、血圧等の検査を受け、これらの結果
に応じて眼底検査の必要の有無が判断される。眼底検査が必要と判断された場合には、検
査項目に眼底検査が追加されると同時に、撮影リスト入力部７により被検者ＩＤ又は検査
番号等の被検者を認識可能な識別子が入力され、撮影予定者リストに登録される。
【００１４】
［企業健診の場合］
　企業や学校、団体等で定期的に行われる健診では、通常所定の条件を満たす人は全員が
受診対象者であるので、受診対象者を撮影リスト入力部７から社員番号や検査番号等の被
検者を認識可能な識別子が入力され、撮影予定者リストに登録される。
【００１５】
［人間ドックの場合］
　医療機関で行われる人間ドックにおいては、事前に予約を受付け、予約のある被検者に
対し健診が行われる。従って、撮影リスト入力部７から予約者の被検者ＩＤ等の被検者を
認識可能な識別子が入力され、撮影予定者リストに登録される。
【００１６】
　健診が開始されると、眼底検査においては先ず被検者ＩＤ入力部５から、被検者ＩＤ等
の被検者識別子が入力される（ステップＳ２）。ここで入力される被検者ＩＤは、ステッ
プＳ１で登録された撮影予定者リストで使用される識別子と同じ識別子、又は１対１に対
応する識別子とする。
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【００１７】
　被検者ＩＤが入力されると、眼底カメラ１により被検者の眼底撮影が行われる（ステッ
プＳ３）。健診で行われる眼底撮影では散瞳剤等を使用しない無散瞳型眼底カメラが使用
される。無散瞳型眼底カメラは検査会場又は被検者周囲を暗室状態にし、被検眼の自然散
瞳を促して撮影するものであり、被検眼の位置合わせ及びピント調整等には被検眼瞳孔が
縮瞳しないように赤外光を使用して行う。
【００１８】
　無散瞳型眼底カメラでは、前眼部観察状態及び眼底部観察状態があり、順に位置合わせ
を行った後に図示しない撮影スイッチを押すことによりストロボを発光させて撮影を行う
。撮影された画像はＣＣＤカメラ２により光電変換された後に、画像記憶部３内でＡ／Ｄ
変換され、デジタル画像データとして記憶され、同時に撮影画像表示部４に表示される。
【００１９】
　撮影を失敗した場合には、図示しない画像消去スイッチにより画像記憶部３内の画像は
消去される。再度撮影を行う場合には、同様の手順により眼底カメラ１にて行う。
【００２０】
　また、同一被検者で左右眼撮影、又は異なった部位の撮影など、複数枚の撮影を行う場
合もステップＳ３を繰り返し実行する。ステップＳ３においては、１画像の撮影を完了す
ると、図３に示すように撮影済みリスト記憶部６内に撮影情報を格納する。
【００２１】
　図３において、健診日は健診を開催した日であり、患者ＩＤは被検者を識別するＩＤで
ある。ここでは、患者ＩＤの場合を例に挙げたが、検査番号など健診日における被検者を
特定可能な番号等でもよい。また、左右眼区別は撮影を行った被検眼、撮影部位は撮影対
象部位、画像番号は画像記憶部３内に格納されている画像の識別子を示す。図３の例では
撮影画像はＪＰＥＧ画像である場合を示し、新たな画像が生成されると、図３の表中に追
加される。
【００２２】
　現在の被検者における撮影が終了すると、次の被検者ＩＤを被検者ＩＤ入力部５から入
力する（ステップＳ５）。なお、上述の説明では撮影済みリスト記憶部６に撮影済みリス
トを追加するタイミングは、撮影終了であることを例に挙げて説明したが、これに限らず
次の被検者ＩＤ入力のタイミングを同一被検者の撮影の終了と判断して、以前の被検者の
撮影画像を一括してリストに追加するよう構成してもよい。
【００２３】
　次の被検者に関しても、上記ステップＳ３、Ｓ４、Ｓ５を行い、以後は健診が終了する
まで繰り返す。全ての撮影対象者の撮影が終了すると、撮影者はボタン、スイッチ等で構
成される健診終了指示部８を操作することにより健診の終了を知らせる（ステップＳ６）
。
【００２４】
　なお、ここでは健診終了指示部８への健診終了指示は、撮影者のボタン、スイッチ操作
だけではなく、眼底カメラ１の図示しない電源スイッチをオフした場合に、健診終了指示
部８に健診終了指示を行うように構成してもよい。更に、図示しないメモリに撮影枚数値
を記憶しておき、眼底カメラ１により撮影した枚数が、メモリ上の撮影枚数値に達した場
合に、健診終了指示部８に健診終了指示を行うように構成しても同様である。
【００２５】
　健診終了指示部８からの健診終了指示を受けて、撮影漏れ警告判断部９では撮影漏れの
判定を行う（ステップＳ７）。撮影漏れの判定は、具体的にはステップＳ１で登録された
撮影予定者リストと、撮影済みリスト記憶部６内に記憶されている撮影済みリストとの比
較により行われる。
【００２６】
　図４は撮影漏れ警告判断部９で行われる図２のステップＳ７における撮影漏れ判定の詳
細手順の動作フローチャート図である。先ず撮影予定者リスト、撮影済みリストの双方か
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ら撮影日のデータを抽出する（ステップＳ１０）。ここでは抽出対象日を撮影日としたが
、これに限らず任意の日を図示しない判定日入力手段により入力するように構成してもよ
い。
【００２７】
　なお、撮影予定者リスト、撮影済みリストの一方が撮影日のみのデータしか持たない場
合には、他方のみについてステップＳ１０を実行する。更に、撮影予定者リスト、撮影済
みリストの双方共に、撮影日のみのデータしか持たない場合にはステップＳ１０は省略す
る。
【００２８】
　次に、撮影予定者リストから被検者ＩＤを順に抽出し、撮影済みリスト中に該当被検者
ＩＤが存在するか確認する（ステップＳ１１、Ｓ１２）。撮影済みリストに存在しない場
合には、該当被検者ＩＤを撮影漏れ警告判断部９内の図示しない撮影漏れリスト記憶部に
記憶する（ステップＳ１３）。ステップＳ１１～ステップＳ１３を繰り返し、撮影予定者
リスト上の全ての被検者ＩＤについて撮影済みリストとの照合作業を行う。
【００２９】
　なおステップＳ１３では、撮影漏れリスト記憶部は該当被検者ＩＤを記憶する場合を例
に挙げたが、これに限らず例えば撮影予定者リストに、左右眼撮影、後極部撮影、乳頭部
撮影等の撮影方法の記載がある場合に、撮影済みリスト中に該当する撮影方法の画像リス
トがあるか否かを確認し、該当被検者の予定撮影方法において、漏れている撮影方法があ
る場合には、その旨についても撮影漏れリスト記憶部に記憶しておく。
【００３０】
　撮影漏れの判定の結果、撮影漏れリスト記憶部にデータが記録されている場合には（ス
テップＳ８）、撮影漏れ警告判断部９から警告表示部１０に、図５に示すような撮影漏れ
の警告表示を行うように指示する（ステップＳ９）。
【００３１】
　図５は撮影漏れの被検者ＩＤを表示する例を示したが、これに限らず同一被検者におい
て複数枚の撮影を行うような場合では、図３に示すように、その他の左右眼区別情報や撮
影部位情報等、撮影条件等の情報を同時に表示するように構成してもよい。
【００３２】
　また、上記の例では撮影漏れ警告判断部９で撮影漏れの判定が行われた場合に、警告表
示部１０に警告表示を指示するとしたが、これに限らずブザー等での警告音や、ＬＥＤ、
ランプ等により警告を行うように構成することもできる。
【実施例２】
【００３３】
　実施例１では１台の眼底カメラ１を用いて健診を行う場合を例に挙げたが、一般には多
くの受診者を撮影する必要があるため、複数の眼底カメラを用いる場合が多い。
【００３４】
　図６は実施例２の装置構成図を示し、２１、２２、２３は眼底カメラ、更にこれらの眼
底カメラ２１、２２、２３にはそれぞれＣＣＤカメラ２４、２５、２６が付設されており
、ＣＣＤカメラ２４、２５、２６は画像記憶部２７、２８、２９が接続されている。また
、眼底カメラ２１、２２、２３はネットワーク３０に接続され、ネットワーク３０には撮
影済みリスト記憶部３１、撮影漏れ警告指示部３２、健診終了指示部３３、撮影リスト入
力部３４、撮影漏れ警告判断部３５が接続されている。
【００３５】
　実施例２での動作に関しては基本的に実施例１と同じである。ここでは実施例１とは異
なる部分に限定して説明すると、眼底カメラ２１、２２、２３においては、それぞれ撮影
に入る前に撮影リスト入力部３４から、図７に示す健診日、号機番号、被検者ＩＤから成
る撮影予定者リストを入力する。なお、図６の例では、撮影予定者リストは、撮影リスト
入力部３４から入力するようにしたが、眼底カメラ２１、２２、２３に接続された図示し
ない撮影予定者リスト入力部から入力するように構成してもよい。この場合には、撮影予
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【００３６】
　撮影予定者リストの登録が終了すると、実施例１と同様にして各眼底カメラ２１、２２
、２３では被検者の撮影が行われる。撮影が完了すると、図８に示すような撮影済みの被
検者リスト情報が撮影済みリスト記憶部３１にネットワーク３０を経由して送信される。
【００３７】
　健診が終了すると、健診終了指示部３３から健診の終了が撮影漏れ警告判断部３５に知
らされる。なお、各眼底カメラ２１、２２、２３に接続された図示しない健診終了送信部
よりネットワーク３０を経由して健診終了情報を健診終了指示部３３に送信するように構
成してもよい。
【００３８】
　実施例１と同様の判断により、撮影漏れ警告判断部３５により撮影漏れが発見された場
合には、撮影漏れ警告指示部３２は該当する眼底カメラに対し、撮影漏れ警告を行うよう
、ネットワーク３０経由で指示する。指示を受けた眼底カメラは、図示しない警告表示部
に対し実施例１と同様に警告を行う。
【００３９】
　なお、ネットワーク３０に接続される眼底カメラは３台とは限らず、複数台の眼底カメ
ラに対し同様に適用できることは云うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施例１の装置構成図である。
【図２】実施例１の動作フローチャート図である。
【図３】撮影リストの表である。
【図４】撮影漏れ判定フローチャート図である。
【図５】警告表示部での警告表示の説明図である。
【図６】実施例２の装置構成図である。
【図７】撮影リストの表である。
【図８】撮影リストの表である。
【符号の説明】
【００４１】
　１、２１、２２、２３　眼底カメラ
　２、２４、２５、２６　ＣＣＤカメラ
　３、２７、２８，２９　画像記憶部
　４　撮影画像表示部
　５　被検者ＩＤ入力部
　６、３１　撮影済みリスト記憶部
　７、３４　撮影リスト入力部
　８、３３　健診終了指示部
　９、３５　撮影漏れ警告判断部
　１０　警告表示部
　３０　ネットワーク
　３２　撮影漏れ警告指示部



(8) JP 4630625 B2 2011.2.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(9) JP 4630625 B2 2011.2.9

【図６】

【図７】

【図８】



(10) JP 4630625 B2 2011.2.9

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－２３５３１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－３２７４３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２０７８２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１６９３４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－０８２４３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－００６３４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３００５１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３００５１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１４３０９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２０９８５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２７９１６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　３／００　－　３／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

